
○四日市市雨水貯留タンク設置補助金交付要綱  

平成２４年 ５月２１日告示第２７９号 

平成２４年１０月３１日告示第４２３号 

改正 平成２７年 ３月２０日告示第１０１号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、雨水の流出抑制をはかることにより、河川等の浸水被害の軽減

に寄与するとともに、水資源の有効利用を図るため、雨水貯留タンクを設置する者

に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し、四日

市市補助金等交付規則（昭和５７年四日市市規則第１１号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。  

（定義） 

第２条 この要綱において「雨水貯留タンク」とは、建物の雨どいにつないで屋根に

降った雨水を一時的に貯留するための施設であって、市販されている貯留容量が８

０リットル以上のものをいう。 

（補助金の交付対象者） 

第３条 この要綱により補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれ

にも該当する者とする。 

(1) 市内の戸建住宅又は集合住宅に雨水貯留タンクを設置する者（借地人又は借家

人の場合は、土地所有者又は建物所有者の同意を得ている者） 

(2) 雨水貯留タンクを適切に維持管理できる者  

（補助金の額等） 

第４条 補助対象及び補助金の額は、次のとおりとする。  

補助対象 補助金の額 

雨水貯留タンクの購入費（工事費及び諸

経費を除く。）。ただし、１戸あたり１

回限り、１基とする。 

購入費の２分の１に相当する額以内の額

とし、その額は、３０，０００円を超え

ないものとする。 

２ 前項の場合において、当該補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、

その端数金額を切捨てるものとする。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、雨水貯留

タンク設置工事の着手前に雨水貯留タンク設置補助金交付申請書（第１号様式）に

必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。  



（補助金の交付決定及び通知） 

第６条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して

補助金の交付の可否を決定する。 

２ 前項の規定により、補助金を交付すると決定した場合には雨水貯留タンク設置補

助金交付決定通知書（第２号様式）により、補助金を交付しないと決定した場合に

は雨水貯留タンク設置補助金不交付決定通知書（第３号様式）により、申請者に通

知するものとする。 

３ 市長は、補助金の交付の決定に際し、必要な条件を付すことができる。  

（変更承認申請書等） 

第７条 前条第２項の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助対象者」

という。）が、補助金交付申請内容を変更（軽微な変更を除く。）する場合又は補

助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合には雨水貯留タンク設置補助金変

更承認申請書（第４号様式）に必要な書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

２ 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認

められる場合であって、補助対象経費全体における１０パーセント以内の変更をい

う。 

３ 市長は、第１項の規定による申請を承認すべきものと認め当該補助金の交付決定

を変更した場合は、雨水貯留タンク設置補助金変更決定通知書（第５号様式）によ

り当該補助対象者に通知する。 

（一部改正〔平成２４年告示４２３号〕） 

（工事完了報告書の提出期限等） 

第８条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後３０日以内又は当該年度の３月２５

日までのいずれか早い日までに、雨水貯留タンク設置工事完了報告書（第６号様式）

に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。  

（交付額の確定） 

第９条 市長は、前条の報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた

ときは、雨水貯留タンク設置補助金交付額確定通知書（第７号様式）により補助対

象者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第１０条 市長は、雨水貯留タンク設置補助金交付請求書（第８号様式）による補助

対象者からの請求に基づき、補助金を交付する。  



（現地調査） 

第１１条 市長は、補助事業を適正に執行するため、必要に応じて工事の施工状況等

を現地において調査することができる。 

（雨水貯留タンクの管理義務等） 

第１２条 補助金の交付を受けた者は、当該雨水貯留タンクを常に良好な状態を保つ

よう管理し、雨水の流出抑制及び有効利用の促進に努めなければならない。  

２ 市長は、必要に応じ、補助金の交付を受けた者に対し、当該雨水貯留タンクの利

用状況について聴き取りを行うことができるものとし、補助金の交付を受けた者は、

これに応じなければならない。 

（補助金の評価） 

第１３条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果につい

て十分に検証するものとする。 

２ 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その

他の適切な措置を講じるものとする。 

（補則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。  

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２４年６月１日から施行する。  

（有効期限） 

２ この要綱は、平成３０年３月３１日限り、その効力を失う。 

附 則（平成２４年１０月３１日告示第４２３号） 

附 則（平成２７年 ３月２０日告示第１０１号） 

この要綱は、告示の日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



第１号様式（第５条関係） 

第２号様式（第６条関係） 

第３号様式（第６条関係） 

第４号様式（第７条関係） 

第５号様式（第７条関係） 

第６号様式（第８条関係） 

第７号様式（第９条関係） 

第８号様式（第１０条関係） 

 


